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（公印省略）                    教委教改第９３３号 
令和５年９月１３日 

 

 

 大分県知事 佐 藤 樹 一 郎 殿 

 

 

大分県教育委員会 

 教育長 岡 本 天 津 男 

 

 

議案に対する教育委員会の意見について（回答） 

 

 令和５年９月１２日付け財第３３７号で照会のあった上記のことについて、 
下記のとおり回答します。 

 

 

記 

 

 

  原案のとおり提出することに異議ありません。 
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（単位：千円）

(56,178)

1,836

58,014

※ 予算案欄の上段 (　　) は既決予算額、中段は補正予算案、下段は累計。

（単位：千円）

令和５年度
既決予算額

令和５年度
９月補正予算案

計

106,512,068

教育委員会　計

106,510,232 1,836

第７０号議案　令和５年度大分県一般会計補正予算（第２号）について

事　業　名 予　算　案 事　業　の　概　要 所 管 課

【令和５年度９月補正予算案の概要】

1
被災した文化財の復旧を行う市等に対し助成する。
　・国指定重要無形文化財　小鹿田焼（日田市）
　・県指定有形文化財　　　羅漢寺橋（中津市）

文化課文化財保存事業補助事業
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　【Ｒ５→Ｒ６早期繰越事業　】　

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

当初
計画

変
更
後

当初
計画

変
更
後

R６年度

■大規模改造工事（入札の不調・不落）
 高等学校　20８,０００千円

建設資材や人手不足の影響による入札の不調・不落札を考慮
し、繰越限度額を設定

内容

■大規模改造工事（屋根の構造検討）
 高等学校　39１,０００千円

屋根の安全性確認を要するため、構造検討を行ったうえで適
正工期を設定して発注

R５年度

入札 大規模改造工事

大規模改造工事入札

構造検討

再入札

入札 大規模改造工事

大規模改造工事

※再度入札不調となった場合、工期が年度を越えてしまう
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第７８号議案 

大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正内容 

 

 大分市内における特別支援学校の児童生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、大分県立中央支援学校を設置するもの。 

 

 

２ 改正理由 

 

 令和４年１２月に改訂した「第三次大分県特別支援教育推進計画」において、大分市内の２校の特別支援学校（新生支援学校、

大分支援学校）に在籍する児童生徒数の増加に伴う教室不足に対応するため、新たに知的障がいのある児童生徒を対象とする特

別支援学校の設置が示された。 

これまで、校舎等の整備や校名候補の決定等を行い、令和６年４月の開校に向けた準備を更に進めるため、本条例改正を行う

もの。 

 

 

３ 施行期日 

 

 令和５年１０月１０日 

 

中央支援学校への転学の手続きや、入学者選考など開校に係る準備を円滑に進めるため、上記の期日としたい。 
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